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はじめに

わが国における 19 世紀末から 20 世紀初頭に

かけてのアメリカ経済史研究は，連邦政府の市

場の規制・介入という問題について，もっぱら

ビッグ・ビジネスの出現とそれによる市場独占

の弊害という脈絡から論じられてきたと言える

だろう。すなわち，19 世紀末から 20 世紀初頭

にかけて，連邦政府は「巨大企業の行う『営業

の制限』ないし『独占化の企て』に対して予防

的規制を施して，消費者保護」
(1)
のために，一

連の独占禁止法を制定し，市場の規制に本格的

に乗り出したとするのである。1890 年に成立

したシャーマン反トラスト法や 1914 年に成立

したクレイトン法と連邦取引委員会法などの独

占禁止諸法によって示される連邦の独占禁止政

策がそれである。

独占形成期はアメリカ経済史研究の最重要

テーマの一つであるだけに，内外を問わず既に

厖大な蓄積があり，取り上げられる問題も多岐

に及んでいるが
(2)
，当然のこととは言え，概し

てビッグ・ビジネスとの関連が議論の中心に据

えられきた。もちろん，この意義を否定するも

のではないし，数多くの優れた研究がここから

輩出してきたことも事実である。しかし，19 世

紀末に生じた市場の混乱は，ビッグ・ビジネス

による市場独占によってのみ引き起こされたわ

けではなかった。周知のように，この時期はま

た市場において企業間の激しい競争が演じられ

た過当競争の時代でもあった。過当競争によっ

てもたらされた市場の混乱をどのようにコント

ロールするかという問題も，また連邦政府の重

要な政策課題になっていったのであり，連邦政

府の市場への介入を促す大きな要因となったの

である。

ところで，同時期を対象としたもう一つの

テーマとして，近年アメリカ史研究者の間で消

費社会をテーマとした研究が特に目立ってお

り，わが国においても注目すべき研究が相次い

で出版されている
(3)
。消費を中心的テーマに据

えたこれらの興味深い研究は，当時の世相を生

き生きと描き出すことに見事に成功しており，

改めて歴史研究の面白さを読む者に伝えてくれ

る。しかし，経済史研究がビッグ・ビジネスを

テーマとした際，常に強く意識していた問題意

識，すなわちビッグ・ビジネスの出現とアメリ

カ国家の変容との関連性といったような問題意

識は，消費社会をテーマとする歴史研究にはい

ささか希薄であるように感じられる。本稿の目

的は，消費社会の到来がその管理・運営に当たっ

て連邦制国家アメリカにどのような問題を突き

つけたのかという点に焦点を絞り，それを象徴

する 1906 年純良食品・薬品法（Pure Food and

Drugs Act）の成立過程を検証することにより，

これを明らかにしていくことにある。

この点について，合衆国における 1906 年法

に関する研究を大掴みに整理しておけば，以下

のようであろう。同法は連邦政府の市場介入の

契機となった象徴的立法の一例として取り上げ

られるのが常であるが，その問題意識は連邦政

府の食品市場への介入を促した要因が何かとい

うことにある。これは大別すれば，市場の混乱
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の解決を求めるビジネス側からの要求と，ある

いはポピュリズムや革新主義期に高揚した消費

者意識の中に求めるものとに区分することがで

きよう。前者の代表的研究は，コルコ，ウッド，

バーカン等であろうし，後者はケインやマコー

ミック等である。そして，こうした先行研究を

踏まえ集大成したのがヤングの研究であった。

他にもケラーやテミン等々，注目すべき研究は

幾つもあるが，紙幅の関係上これぐらいに止め

ておくことにする
(4)
。

本題に入る前に，消費社会の到来が連邦制国

家に与えたインパクトについて，もう少し敷衍

しておきたい。消費社会の出現は，新たな産業

を次々に生み出し拡大する消費者の需要に応え

た。1906 年法の対象となった食品・薬品産業も

都市化・工業化に牽引された消費の拡大に伴い，

この時期に成長した産業の一つであった。しか

し，このような産業の特徴は，鉄道や鉄鋼業と

いった巨大独占企業体とは異なり，経営資本も

比較的小規模なものが多かったことであった。

この原因の一つは，食品や薬品の衛生・安全に

関する取り締まりは，本来州政府の権限＝ポリ

ス・パワーの領域であったため，各州が州内の

実情にあわせて独自の食品や薬品の衛生基準を

定めていた点にあった。その結果，各州の食品

や薬品を規制する州法はまちまちであり，大資

本を有する一企業が規模の経済のメリットを活

かして一気に市場を独占することは困難であっ

た。このため，比較的小規模な企業の参入が容

易であったのである
(5)
。

小規模経営者間の厳しい競争は，否応なくコ

スト削減を強いることになるが，他方，当時の

化学技術の著しい進歩により，新たな着色剤，

保存料あるいは合成物質などの安価な化学物質

が広く出回るようになっていった。過当競争に

晒された企業が製造コスト削減を強いられ，そ

の結果，このような化学物質を使用した食品や

薬品が多量に市場にもたらされることになって

いった。また，このような化学物質に対する人

体への影響は十分に化学的に明らかにされてい

なかったという事情も，多くの食品や薬品にこ

うした化学物質が混入された原因となった。

連邦政府は，このような事態を規制するため

に新たな部署を設置し，特定の化学物質の有害

性を証明するために多数の化学者・専門家を雇

用するようになっていく。実際，1906 年法の成

立を長らく陰で支え尽力した人物は，化学者の

ワイリー博士（Harvey Washington Wiley）で

あり，彼は 1883 年に農務省化学局の局長に就

任して以来，法案成立に向けて精力的に活動し

続けた。彼はまた化学局に赴任した若い化学者

達を使い，ポイゾン・スクワッド（poison squad）

を組織し，毒物検出のための人体実験まで行っ

ている
(6)
。

いずれにせよ，連邦による食品や薬品の規制

は，相当数の専門的知識を持った化学者を動員

し特定の化学物質の有害性を証明しなければな

らず，また製品の検査に当たらせねばならな

かったのである。これは一面，「立法府があら

ゆるレベルで政府の支配的部門であった」時代

から，（政府が）「拡大された行政部によって」

支配される時代，すなわちアメリカが「官僚制

国家」へ変容を遂げていった時代であったと言

うこともできよう
(7)
。消費社会の出現は，旧来

の分権的統治の下では，もはや国民の健康と安

全を守ることは不可能であることを国民に知ら

しめた。

以上のように，19 世紀末から 20 世紀初頭に

かけてのアメリカ社会の変容＝消費社会の出現

は，ビッグ・ビジネスのそれと共々アメリカ連

邦制度の根幹を揺さぶり，連邦政府の市場への

介入と規制を促したのである。

繰り返しになるが，本稿の目的は 1906 年食

品・薬品法の成立に至る連邦議会での審議を通

して，消費社会の到来がアメリカ社会にどのよ

うな問題を投げかけ，その結果何が争点とされ，
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またどのような利害対立を引き起こしたのかを

分析し，連邦政府がいわゆる「消極国家」から

「積極国家」へ変容を遂げていったその端緒を

示すことにある
(8)
。

１．食品・薬品産業の概観

本題に入る前に，19 世紀末から 20 世紀初頭

にかけての食品・薬品産業について概観してお

こう。19 世紀末において，「食品産業」あるい

は「薬品産業」と言う概念が明確にあったわけ

ではなく，したがって統計上の分類は極めて便

宜的で統一性を欠き，また不十分なものであっ

た。例えば，1890 年，1900 年に存在する魚類缶

詰業（canning and preserving, fish）は 1880 年

には別に区分されていたし，また製薬業の会社

数は 1880 年と 1890 年の統計では，顧客数と取

扱店まで含まれていた。このような統計上の変

更は他のものについてもあり，この点ではなは

だ便宜的なものにならざるをえない。その点を

十分に承知した上で，以下合衆国センサスでそ

のあらましを見ておこう。

1870 年当時の食品・薬品及びそれに関連する

諸産業については，27種類の産業が記録されて

いる。すなわち，ふくらし粉製造業（baking

powder），パン製造業（bread, crackers, and

other bakely products），精肉業（butchering），

リンゴ果汁製造業（cider），コーヒー・香辛料

製造業（ coffee and spices , roasted and

ground），菓子製造業（confectionery），薬品・

化学製品製造業（drugs and chemicals），染料

用木業（dye woods, stuffs and extracts），魚加

工業（fish, cured and packed），食品製造業（food

and food preparations），調理食品製造業（food

preparations, animals），調理食品製造業（food

preparations, vegetables），果物・野菜加工業

（ fruits and vegetables , canned and pre-

served），酒蒸留業（liquors, distilled），麦芽酒

製造業（liqurs, malt），ワイン製造業（liqurs,

vinous），麦芽製造業（malt），牛肉加工業（meat,

packed, beef），豚肉加工業（meat, packed,

pork），ミネラル水製造業（mineral and soda

waters），マスタード製造業（mastard, ground），

製薬業（patentmedicines and compounds），保

存食品製造業（preserves and sauces），ビール

製造業（small beer），製糖業（sugar and

molasses , sorghum），製糖業（sugar and

molasses, refined cane），ビネガー製造業

（vinegar）等であった（5）。

これを 1906 年法成立の直前，35年後の 1905

年についてみると，31 業種に増大している。す

なわち，ふくらし粉製造業（baking and yeast

powder），パン製造業（bread and other bake-

ly products），魚類缶詰業（canning and pre-

serving, fish），果物・野菜缶詰業（canning and

preserving, fruits and vegetables），牡蠣缶詰業

（canning and preserving, oysters），チーズ・

バター製造業（cheese, butter, and condensed

milk），チョコレート製造業（chocolate and co-

coa products），コーヒー・香辛料製造業（cof-

fee and spices, roasting and grinding），菓子製

造業（confectionery），リキュール製造業

（cordial and sirups），調合薬製造業（drug-

gists ’ preparations），染料製造業（dyestuffs

and extracts），香味料製造業（ flavoring ex-

tracts），製粉製品製造業（flour and grist mill

products），調理食品製造業（ food prepara-

tions），グルコース製造業（glucose），ラード製

造業（lard, refined），酒蒸留酒製造業（liquors,

distilled），麦芽酒製造業（liqurs, malt），ワイン

製造業（liqurs, vinous），麦芽製造業（malt），ミ

ネラル水製造業（mineral and soda waters），綿

実油製造業（oil, cottonseed and cake），オレオ

マーガリン製造業（oreomargarine），製薬業

（patent medicines and compounds），精米業

（rice, cleaning and polishing），ソーセージ製
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造業（sausage），食肉卸売業（slaughtering and

meat packing, wholesale），製糖業（sugar and

molasses, refined），ビネガー製造業（vinegar

and cider），屠殺業（slaughtering, wholesale,

not including meat packing）等であった
(9)
。

分類法の変更によって不分明な点も多々ある

が，70 年当時には見られなかった精製ラード，

綿実油，オレオマーガリン，グルコースといっ

た食品製造に大いに関連する新製造業の登場が

目を引く。実際，こうした食品は，当時の化学

技術の応用によってもたらされたものであっ

た。また缶詰業も 1870 年当時には統計上に現

れなかった産業であった。いずれにせよ，安価

で大量に製造されるこうした食品群の登場は従

来の食品産業との軋轢を引き起こし，連邦議会

において重要な規制対象とされるようになって

いったのである。

1870 年から 1905年にかけての工場数，資本

額，生産額についても，大掴みに概観しておこ

う。工場数は 1870 年から 1905年にかけて，約

４万件から５万３千件へと 33％あまり増加し

た。同様に，資本額は３億７千万ドルあまりか

らおよそ 14億ドルへと約 3.8倍に，生産額は

10億ドルあまりから 32億ドルあまりへとおよ

そ 3.2倍に増大した。これに対して，同じ時期

にアメリカ工業全体では，工場数の増加率はわ

ずか６％程度の増加に留まったのに対して，資

本額はおよそ 8.7倍に増加，また生産額でもお

よそ５倍に増加している。このことから，おお

よそ食品・薬品産業は他産業と比べて，新規に

参入してくる企業が多く，また比較的小規模経

営の企業が多かったこと，このことから企業間

競争も熾烈であったことを伺わせる。

２．連邦及び州政府による食品・薬品の

規制立法

市民の健康を守るために食品や薬品を規制し

ようする試みは，植民地時代のパンや肉に関す

る食品法にまでさかのぼることができる。パン

屋はしばしば劣悪な小麦粉やより安価な穀物を

使ったり，また豆や白亜といった混ぜものをし

たために規制の対象にされ，多くの法律が制定

された。肉屋や魚屋，ろうそく製造業といった

職業も動物の臓物で大気が汚染されることを恐

れ，早くから当局の規制対象となった。また牡

蠣の販売は夏季には禁じられ，鮮肉や魚は 10

時以降公設市場で販売されることが禁じられて

た
(10)
。合衆国成立以後，こうした規制は主に州

民の健康，安全，道徳，福利厚生等に拘わる権

限＝ポリス・パワーを有する州政府が担うよう

になる。その最初の記録は不衛生な食べ物の販

売を禁じた 1785 年のマサチューセッツ法で

あったし，また 1867年のジョージア州法は「不

衛生なパン，飲み物，あるいは有害な酒類をそ

れと知りながら販売したパン屋，ビール醸造業

者，蒸留酒製造業者，商人，食料雑貨商，ある

いはその他の者は，有罪判決の上罰金，収監，

あるいはその両方に処する。」と規定した。同

様の法はマサチューセッツ，ニューヨーク，ミ

シガン，ニュージャージー，ロードアイランド

などの各州で次々に制定されていった
(11)
。

また都市化の急速に進んでいったニューヨー

ク州においては，都市部において近隣住民に新

鮮な牛乳を提供する酪農場は次第に姿を消し，

代わって不潔な厩舎に詰め込まれ，蒸留酒製造

業者の廃棄した絞りかすなどを餌にして飼育さ

れた乳牛の乳が広く出回るようになっていっ

た。市民に提供された牛乳がしばしばこうした

非衛生的環境で造られていたこと，そしてまた

このような牛乳の乳脂肪分がバターやチーズな

どの製品造りのために取り除かれ，水で薄めら
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れて販売されたことなどが次第に明るみに出る

に及んで，規制の強化が叫ばれるようになって

いく。こうして，ニューヨーク州においては，

水を加えたり絞りかすを食餌として与えたり，

あるいは不潔な厩舎で飼育したりすることを禁

じた牛乳法（milk act）が 1862 年と 64 年に成

立した
(12)
。

また，後述するオレオマーガリン（oleo-

margarie）に対する規制も当初は州から始まっ

た。動物や植物の油脂から造られるバターの代

替品であるオレオマーガリンは，1869 年フラン

スの化学者 H・メージュ＝ムリエ（Hippolyte

Mège-Mouriès）によって開発され，早くも

1873 年には，メージュの製造法を模倣した工場

がアメリカで生産を開始した。そして，1876 年

に合衆国デイリー・カンパニーはメージュの特

許を得て，ニューヨークで営業を始めている。

牛の大網膜（caul）の脂肪に綿実油やラードを

混ぜ合わせて造られたこの模造バターは，その

安さと腐りにくさのために酪農業者の大きな脅

威となり，州議会に規制を求める動きが相次い

で起こった。1900 年までに何らかの形でオレ

オマーガリンを規制する法律を持っていた州

は，実に 43州にものぼった
(13)
。例えば，ニュー

ヨーク州は，1877年に早くも「バター販売に際

して詐欺行為を防止するための」法律を通過さ

せて酪農業者の要求に応えている。同州はさら

に 1884 年にも「酪農製品の販売に際して詐欺

行為を防ぐための」州法を制定し，「真性の混ぜ

ものされていない牛乳あるいはクリームから造

られたバターやチーズ」の代替品の販売を禁じ

た
(14)
。またダコタ準州も 1885年に厳格な禁止

命令を出している
(15)
。また，イリノイ州は 1881

年に食品や飲料，薬品に混ぜものをすることを

罰する法律を制定している
(16)
。また薬品の扱い

についても，19 世紀末には各州が薬剤師に対し

てライセンス法を通過させ，薬品の処方に制限

を課していた
(17)
。

このように食品や飲料，薬品の規制はもっぱ

ら州の専権事項であったが，しかし，連邦政府

もいくつかの重要な食品・薬品に関する規制法

を制定している。すなわち，1813 年のワクチン

法や 1848 年の輸入薬品法，あるいは 1865年の

罹患した家畜や豚の輸入を禁じた法等々，外国

からの危険な食品・薬品がその対象であった
(18)
。

しかし，何と言っても，食品や薬品への混ぜも

のの規制は，消費社会の出現と共に 19 世紀末

頃から本格化する。

３．食品・薬品法案を巡る各州の利害対

立

食品や薬品に有害物質を混入させたり不当表

示といった詐欺行為は，19 世紀末に起こった流

通ネットワークの拡大と共に大規模に始まっ

た。顧客が隣人でも同一州内の住民でもなくな

り，食品や薬品メーカーが直接顧客と対面する

必要が無くなったその時から，混ぜものを入れ

不当表示をするといった行為が公然と行われる

ようになっていった
(19)
。こうした状況を調査し

た農務省化学局主任ワイリーは，連邦議会で次

のような報告を行っている。食品の概観，臭い，

味を変えるために，多くの食品に化学物物質，

着色剤，防腐剤が使われてる，例えば，野菜を

新鮮に見せかけるために硫酸銅が，腐りかけト

マトの腐食が進まないように安息香酸ナトリウ

ムが，悪臭を放つハムにはホウ砂が使用された。

また，蜂蜜はグルコースと茶色の着色剤，それ

に死んだミツバチあるいは蜂の巣を加えればで

きあがりといった具合であった。メイプル・シ

ロップもグルコースに茶色の着色剤とひとつま

みの香料を加えただけであった。イチゴジャム

は，同じくグルコースに少量の干し草のくずと

色合いのためのリンゴの皮を加えるといった具

合であった。チョコレートには，すり砕かれた

石鹸，豆，色合いを付けるために有毒物質のベ
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ンガラが加えられた。小麦粉は，チョーク，粘

土，あるいは漆喰などが加えられた。パン屋は

また目方を重くするために硫酸銅を加えた。

大衆薬品（patentmedicine）と呼ばれる危険

なインチキ薬も大量に出回った。むずがる幼児

に与える「鎮静作用のあるシロップ」にはアヘ

ン，コカイン，アセトアニリドといった有害物

質が含まれていた。これにより，多数の幼児が

命を落とすという痛ましい事故も相次いで起

こった。またペルナ（Peruna）という薬は風邪

や鼻づまりから結核，虫垂炎，おたふく風邪，

「女性特有の病気」といったあらゆる病気に効

くと宣伝されていたが，その成分はアルコール

を水で割っただけのものにすぎなかった
(20)
。

連邦政府において食品や薬品の安全性が問題

視されるようになったのは，まさにこうした状

況の中においてであった。1879 年から 1906 年

にかけて，連邦議会に提出された食品及び薬品

の規制に関連する法案の数は実に 190件にも及

んだ。しかし，食品や薬品の規制法の制定は困

難を極めた。実際，これら 190件の内，最終的

に立法化されたのはわずか８件に過ぎなかっ

た。残りは上下院どちらか一方だけは通過した

ものの最終的に立法化に至らなかった法案が９

件，専門委員会に付託されたまま審議されずに

棚上げされてしまったもの 32件，そして 141

件にものぼる法案は結局審議未了のまま廃案と

されてしまったのである
(21)
。食品・薬品の安全

性を求める声は時代を下るにつれて高まって

いったが，その一方で多様な利害の対立が全国

的な統一法の制定を妨げたのである。

人体に有害な混ぜものをされた食品や薬品を

規制しようとする連邦議会での取り組みは，

1879 年第 45議会において，ペンシルベニアの

下院議員，ヘンデリック（Henderick）が食品・

飲料への有害な混ぜものを禁ずる法案を提出し

たことから始まった。翌年の第 46 議会におい

ても，コネチカットのハウリー（Hawley）は同

様の法案を下院に提出した。この時食品・薬品

の規制を求める請願，決議，陳情書などが多数

議会に送られてきた。続く第 47議会において

も，下院から３件，上院から１件の同様の法案

が提出された。しかし，概して議会の反応は鈍

く，いずれの法案も本格的に審議されることな

く棚上げされてしまう。こうした中で，食品全

般の規制についての重要な一歩がこの時期に踏

み出された。それは 1883 年３月２日に成立し

た「混ぜものをされた茶の輸入を禁じる法」で

あり，また少し後になるが，コロンビア特別区

での混ぜものをされた食品の販売を禁じた

1888 年 10月 12日法の成立であった。1883 年

法に関連して，ニューヨークのビーチ（Beach）

は「なぜ，その法案を混ぜものをされた茶のみ

に限定されなければならないのか」と述べて，

他の食品へ拡大し適用することを示唆したけれ

ども，まともに取り合われることもなかった
(22)
。

純良食品・薬品法の成立が四半世紀もの長い

歳月を要することになったその原因の一端を如

実に物語っているのが，第 48回議会（1884 年）

の議会でのやりとりであった。まず一つは，こ

の会期において公衆衛生委員会（Committee on

Public Health）に対して，輸出されあるいは輸

入される食品・飲料・薬品に，どの程度有害な

物質が混入されているか調査するよう求めた決

議が，下院に提出された際の議論に窺い知るこ

とができる。

この決議文を提出したニューヨークのビーチ

（Beach）は，多量のオレオマーガリンや綿実

油が輸出されていること，そしてこのオレオ

マーガリンはバターと混ぜ合わされて模造バ

ターに加工されていること，また綿実油はオ

リーブ油と混ぜ合わされ，オリーブ油としてア

メリカに再輸入されている事実を指摘し，その

見分けのつかない消費者は「劣等品を買い，優

良品の価格を支払っている。かれらは強奪され

略奪されている。その詐欺を止める唯一の方法
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は政府の介入を通じてのみである」と主張する。

しかし，インディアナのブラウン（Browne）や

テキサスのリーガン（Reagan），同じくミルズ

（Mills）等は，国民の食生活や慣習にかかわる

事柄への連邦政府の介入には反対であるという

立場を表明し，この決議の採択に反対する。食

品や薬品の安全性に関わる問題について，その

管轄権は連邦に属するのか，それとも州が担う

べきなのかといった，この後類似の法案が提出

されるたびに繰り返される憲法上の争点が，こ

の段階で早くも表面化してきている。評決は賛

成がわずか 14票という惨憺たる結果に終わっ

た
(23)
。

他の一つは，同じくオレオマーガリンに関す

るパーカー（Parker）の提出したもう少し踏み

込んだ決議文の中に見出すことができる。これ

は，「アメリカの農業経営者や酪農業者の利益

は，オレオマーガリン，バターリン（butterine），

スーイン（suine），あるいは別種のバターの模

造品，人工的な混ぜもの……の製造，販売，使

用によって大いにそして不正に損害を被ってい

ると申し立てられている。……（そのような製

品が）その合成物や原料について，そして商品

の製造販売，輸出，処分について広く公表され

ることなく，……（その結果）消費者を誤らせ

ごまかしていると申し立てられて」おり，その

ための実態調査をする必要があるというもので

あった。これに対して，反対派はこうしたこと

に対する規制権は州政府が持っており，「州に

属する地方的問題」であるとして一歩も譲るこ

となく，結局，農業委員会に再付託されるに留

まった
(24)
。ここでも，反対派の議員達の論拠の

一端が，連邦権と州権という憲法上の問題に深

くかかわっていることが示されているが，同様

にやっかいなことには，このような規制が，州

経済の発展に大きな影響を及ぼすと思われた点

にあった。食品の規制法案を強く求めた者，ま

た逆にこれに強く反対した人々達の各々思惑

は，このような法案が何よりも州経済を支えて

いた基幹産業の存亡に深く関わっていると考え

たがために，熱心に成立を求める声がある一方，

全力で阻止しようと躍起になって抵抗するもの

も跡を絶たなかったのである。食品及び薬品の

安全性に対する世論の高まりにも拘わらず，制

定までに四半世紀を要した主たる原因は，食

品・薬品法が各州の経済利害の対立を否応なし

に刺激した点にあった。

第 49 議会（1885年）以降の議会は，食品法案

に関連する審議を巡り，次第に各州の経済的利

害の対立が露わになった時期であった。オレオ

マーガリンの規制を求める多数の請願が議会に

送られ，議会での審議が開始される。オレオ

マーガリンの販売を課税によって規制しようと

する法案は，その主原料であるラードや綿実油

を供給するシカゴ加工業者や南部の製造業者等

によって執拗な抵抗にあう。それは，さながら

19 世紀前半のセクショナリズムの時代を彷彿

とさせる光景であった。結局，執拗な抵抗にも

拘わらず，同法案は 1886 年８月２日に大統領

の署名を得て成立した
(25)
。しかし，これはオレ

オマーガリン規制に対するほんの前哨戦に過ぎ

なかった。やがて，更なる強化を求めて議論が

再燃する。下院においてはニューヨークのパー

カー（parker）とケンタッキーのウィリス（Wil-

lis）が，上院においてはニュージャージのマッ

クパーソン（McPherson）とケンタッキーの

ベック（Beck）が，1886 年８月２日法の見直し

を迫り，オレオマーガリンにさらに増税する法

案を相次いで提出したのである。これに対し

て，ミズーリのオニール（O’Nell）は逆に小売り

ライセンス料の引き下げを求める法案を提出し

て対抗した
(26)
。

1887 年 12 月５日から 1888 年 10 月 20 日に

かけて行われた第 50 議会第１会期は，再び夥

しい数の食品への混ぜものを禁じる立法を求め

る団体や市民の請願で溢れた。これに呼応し
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て，食品や薬品への混ぜものを禁じた法案が，

上院から３件，下院から３件提出された。同じ

時期に，合成ラードの製造，販売，輸入，輸出

に課税し規制を求める法案も，後にコンガー

（Conger）法案と呼ばれることになる法案を

含め，上下両院あわせて３件提出されている。

しかし，いずれも本格的な議論にはならずに会

期を終えた。

４．ラード規制を巡る審議過程

既に早期制定を求める農業団体からの請願も

多数届いていたにもかかわらず，「コンガー・

ラード法案（Conger Lard Bill）と呼ばれる合成

ラード（compound lard）の規制を求める法案

が真剣に論議されるのは，ようやく第 51 議会

第１会期になってのことであった。コンガーは

1889 年 12月 18日下院に法案を提出し，同法案

は農業委員会に付託された。

1890 年４月８日，農業委員会のメンバーで

あったミシシッピのモーガン（Morgan）は，合

成ラードに対する課税強化と合成ラードと表示

するよう義務づけたコンガー法案に反対する少

数派意見を報告を行っている。彼は，「この問

題の真の争点は，消費者あるいは大衆の利益の

ためではなく，ほとんど南部に限られている重

要な産業（＝綿実油製造業……折原，以下同様）

をひどく弱体化させ痛めつけようとする試み」

にすぎないと反発する
(27)
。８月 20日及び 23日

に行われた審議は，賛否両論延々と続けられた。

「合成ラード産業をつぶすために連邦政府の課

税権を利用しよう」としており，「それを要求し

ているのは豚肉加工業者（pork packer）」にす

ぎないとアーカンソーのマックレー（McRae）

が言えば
(28)
，ミシガンのアレン（Allen）は「こ

の産業（＝養豚業）はオハイオ河以北，バッファ

ロー以西の農民の繁栄の基礎」であり，「80％が

綿実油でわずか 20％がラードの合成物」をきち

んと表示することなく「精製ラード refiend

lard」として販売し，農民から市場を奪い取っ

ていると非難する
(29)
。さらに同じくミシガンの

オッドネル（O’Donell）が，合成ラードは「純粋

なラードよりも安い価格で販売され，急速に純

粋ラードに取って代わった。……この偽造ラー

ドが市場に出回った頃から豚の価格は下がり始

め」ている。「この法案の主要な目的は……豚

を飼育している農民を救済するものである」と

主張すれば
(30)
，アラバマのハーバート（Her-

bert）は同法案は南部農民を困窮に陥れるもの

だと応酬する
(31)
。また同じくアラバマのオーツ

（Oates）も一部の産業を利するための階級立

法（class legislation）であると強硬に主張し

た
(32)
。このように，合成ラード規制の強化に反

対する勢力は，概して南部州とシカゴのアー

マー社（Armour & Co.）やフェアーバンク社

（Fairbank & Co.）等の合成ラード製造業者の

意を汲んだ議員達であったのに対して，多数の

養豚農家を抱えた西部州議員はかれらの窮状を

訴え，早期の制定を望んだ。ニューヨーク・タ

イムズ紙もこの辺の実情を伝えている。すなわ

ち，ナショナル・グレンジやパトロンズ・オブ・

ハズバンドリーなどの農業団体は合成ラードの

規制を強く求めたのに対して，アーマー社の

ジョージ H. ウェブスターは「合成ラードは混

ぜものではなく，他の純良な物質である綿実油

や牛の固形脂肪をラードと混ぜ合わせた経済的

かつ立派な」製品であると述べ，また南部綿実

油会社のヘンリー C. ブッチャーは「そのよう

な法律は合成ラードの製造を破壊してしまう」

と批判しているとの記事を掲載し，さまざま利

害関係の衝突がその成立を困難にしている実情

を伝えている
(33)
。

結局，長い討議の末，同法案は８月 28日，賛

成 126 反対 32 で下院を通過したものの
(34)
，上

院ではまったく審議されることなく終わる。こ

の間にも，混ぜものをされた食品や薬品全般の
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規制を求める法案が上院で３件，下院で７件提

出された。後に，パドック（Paddock）法案と

して知られるようになる純良食品・薬品法案も

この時に提出されているが，結局委員会に付託

されただけに終わった。しかし，その一方で輸

出用の食肉の検査及び混ぜものをされた食品や

飲料の輸入の禁止を禁じた 1890 年８月 30日法

が成立した
(35)
。

同法成立の直接の契機は，1870 年代末からイ

タリア，ドイツ，フランス，オーストリア，ハ

ンガリー，スウェーデン，スペイン，オスマン

トルコ等々の国々が相次いでアメリカ産豚肉に

寄生虫（旋毛虫 trichinae）がいるとして輸入を

禁じたことにあった
(36)
。ファンストン（Fun-

ston）は，これは「アメリカの生産者との競争

から養豚業者を守るための」口実にすぎないと

しながらも，「かれらが我々の製品に対してな

した非難の理由を取り除き」，アメリカ製品を

「公正な合理的な条件でかれらの港に受け入れ

させる」ために法案に賛成する
(37)
。同法案が，

あまりに農務省に強い権限を与えすぎると危惧

する声もあったが，結局可決成立した。

第 52 議会第１会期（1891 年 12 月７日∼

1892 年８月５日）においても，引き続きコン

ガー・ラード法案の早期成立を求める請願が多

数寄せられたが議会の動きは鈍かった。同会期

中に，1906 年法の前哨戦とも言うべきパドック

法案の本格的な審議が開始されたためもあっ

て，以後この法案に関する関心は急速に薄れて

いった。

５．パドック法案の審議過程

1891 年 12月に始まった 52回議会第１会期

でのパドック法案の審議は，食品・薬品法案に

対する本格的審議の出発点であり，その後に繰

り返し主張された賛成派及び反対派の見解が端

的に示された国会であった。そこで，この審議

の過程を詳しく見ていくことにする。

パドック法案の付託を受けた上院農林業委員

会は，1892 年１月 13日に修正案を付けて上院

に報告し，それを受けて２月１日から３月９日

にかけて密度の濃い審議が行われた。ネブラス

カのパドックは法案の成立を求めて「州議会，

州アライアンス，州グレンジ，州農業協会，商

業委員会，商業会議所，全国食品雑貨商協会，

全国薬品協会などから」多数の請願が届いてい

ること，そして同法案の目的を「単に全てのも

のがあるがままに販売されるべきこと，あるが

ままに商標付けされるべきことを求め」たもの

に過ぎないと述べる
(38)
。これに対して，テネ

シーのベイト（Bate）は，その法案の真の目的

は，豚ラード製造業者のために「ラードと綿実

油の合成を禁止することである」と反論する。

そしてさらに続けて，同法案は農務省に食品検

査部（food section）を設け，無制限に化学者，

検査官，職員，作業員，その他の公務員を雇う

権限が付与されており，財政の浪費を招くと批

判した。こうした懸念はその後の食品・薬品法

案の審議の中で繰り幾度となく持ち出される反

対派の論拠の一つとなっていく。

しかし，反対派の有力の論拠は，同法案が何

よりも憲法違反にあたるとしたことであった。

ベイトは「連邦議会は，州内で混ぜものをされ

た商品の製造を禁じる権限はなく，ただもっぱ

らそのような商品の州境を超えての移動を禁じ

ることに限られている。」と述べて，同法案が州

固有の権限であるポリス・パワーを侵害するも

のであると主張した
(39)
。ミズーリのベスト

（Vest）も「検疫，検査，人々の健康や道徳に

関するあらゆる権限はポリス・パワーに属する」

事柄だとして，同趣旨の批判を展開した
(40)
。

またテキサスのコーク（Coke）は，食品や薬

品の製造業者や販売者，配送者は農務省の調査

官の求めに応じてサンプルを提供しなければな

らず，それを拒否したものは罰金と拘禁を科せ
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られるとした法案の規定は違憲であると主張し

た。なぜなら，「州法はそれら（当該商品）が他

州への輸送のために州際通商のチャンネルに入

るまで，生産され留まっている商品を支配して

いる。（したがって）他州への（当該商品の）旅

が始まるまで，農務長官とその係官が行動でき

る連邦管轄権は，その商品を縛り付けることは

できない。」からである。こう主張した彼は，続

けてライセンス事件，ギボンズ対オグデン事件，

乗客事件などの過去の重要な最高裁判決を持ち

出す。そして，同法案の目的はオレオマーガリ

ンや合成ラードに反対する一部の利害関係者の

保護にあると反発した
(41)
。

これに対して，パドックはマサチューセッツ

州保健局のアボット（Abbott）博士の言を引用

しその必要性を訴える。「我々がかかえている

問題は，膨大な量に達する他州で生産され，我々

の元にやってくる混ぜものをされた食品や薬品

を管理することができないということである。

我々の権限が犯罪者に及ぶことができるように

して，そのような種類の製品の流入を規制する

連邦議会法を我々は持たなけれならない。」
(42)

ここに，19 世紀末に本格的な消費社会に突入し

たアメリカ社会が新たに抱えるにいたった問題

点，すなわち，食品・薬品の管理・規制をもっ

ぱら州政府の専権事項とするような従来の制度

の下では，市民の安全を十分に確保できなく

なってきているという事情を見ることができよ

う。この意味で，食品・薬品法案はアメリカ社

会の構造変化＝消費社会の出現に対処する新た

な法的な枠組みを求めざるをえず，当然にも，

憲法問題に発展していかざるをえない性質のも

のであった。

同法案が憲法違反であると主張する南部州議

員達に対して，パドックも同様にギボンズ対オ

グデン判決を引き合いに出し，以下のように反

論する。「『（マーシャルは）州は検疫法やその

他の法律で，公衆衛生の保護を規定することが

できるという見解に異議を唱えない一方で，検

疫，保険，その他何であれ，州法が通商の障害，

あるいは邪魔物として作用した場合，それはそ

うした問題全てに対して，国民政府の最高の権

限に服さなければならない。（と述べている）』

言い換えれば，ポリス・パワーは通商の必要な

規制を妨げるために，……州によって用いられ

ることはできない。」我々の目的は，「いかがわ

しい，そして不正な方法，操作，不当表示など

によって品質の悪いもの，不純なものを純良で

真正なものに見せかける破廉恥な競争者」から

善良な製造業者や取引業者，商人達を守ること

であると述べ，反駁した
(43)
。

これに対してアーカンソーのベリー（Berry）

は，まず再び連邦権と州権の問題を取り上げる

と共に，食品や薬品の検査にあたって農務省に

強大な権限が付与されることに危惧を表明す

る。そしてさらに続けて，綿実油がラードやバ

ターを購入できない貧しい人々に安価で健全な

代替物を提供しており，同法の目的がこの新た

に開発された「食品を破壊し根絶しようとする」

ラード製造業者や酪農業者の陰謀と決めつけ

た
(44)
。また，サウス・カロライナのバトラー

（Butler）は連邦議会に州際通商権が委ねられ

た意図は，「州間の自由な通商を妨げ，あるいは

妨害し，あるいは拒もうとする法を州が可決す

ることを防ぐためである。……それ（法案）は

州間の取引の自由や通商を促進しない。」と批

判した
(45)
。

イリノイのパルマー（Palmer）は，この法案

が新たな役所の創設や役人の増員につながるこ

とを危惧する一方で，「単なる内閣の役人が，省

の役人が，局の役人が事実上の立法権を委ねら

れているのは私にはやや驚きである。……それ

は危険な権限である。」と述べ，農務省が食品や

薬品の安全基準を策定することに不信感を顕に

した
(46)
。

この間，法案の修正が幾度となく繰り返され
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たが，結局３月９日賛否の評決もなく，あっけ

なく上院を通過した。二日後，上院を通過した

法案は下院に提出された。パドック法案の成立

を求める農業団体からの請願が多数寄せられ報

告がなされたが，下院は結局この法案を握りつ

ぶしてしまう。中心的な反対勢力はまたしても

南部民主党議員であり，また一部の実業界の利

害を代表する共和党議員達であった。この後，

第 53 議会，第 54回においても食品・薬品法案

が提出されたが，このような議会の雰囲気の中

で，まともに取り上げられることもなく推移し

ていった。しかし，この間，オレオマーガリン

の規制を求める声が次第に高まりを見せてい

た。議会の焦点は，再びオレオマーガリン規制

に向けられ始める。

６．オレオマーガリン規制を巡る審議過

程

1886 年８月２日に成立したオレオマーガリ

ン法のさらなる強化を狙う動きは，その後大き

な進展を見ないまま推移したが，1894 年末に始

まった第 53 議会第３会期以後，再び活発化し

ていった。それは，オレオマーガリンや他の模

造酪農製品を，それが輸送された州あるいは準

州の法律に服させるよう求めたいわゆるグロウ

ト（Grout）法案の提出から始まった。同法案

の最大の争点は，再び同法案が州際通商条項に

違反するか否かと言う憲法に直接拘わるもので

あった。バーモントのグロウトは同法案の目的

について，「バターに見せかけたオレオマーガ

リンを，販売のために州に持ち込まれた瞬間，

その州法に従わせて小売商人がそれをバターと

して販売できなくすることである。それは単に

模造の酪農製品が持ち込まれた州に，それらに

ついて合衆国憲法によって州に付与された，そ

して裁判所が承認したポリス・パワーを行使す

ることを許可することを提案するものである。」

と述べる
(47)
。しかし，やっかいなことには，連

邦最高裁はマーシャル以来，他州からある州へ

持ち込まれた商品がその州法の下に服するのは

当初の包装が解かれた後であり，それ以前は州

際通商法の規制に服するとする，いわゆる「原

包装原則 original package doctrine」判決を踏

襲していたことであった。これにより，たとえ

オレオマーガリンの販売を禁じている州であっ

ても，他州で生産されたオレオマーガリンの流

入を州境で阻止することができなかったのであ

る。1895年 12月 10日，第 54 議会第１会期に

おいて，再びグロウトは同様の法案を下院に提

出する。しかし，今国会での争点はむしろ，酒

類への混ぜもの等に対する規制の問題に終始

し，オレオマーガリン問題がまともに取り上げ

られることなく終わった。

しかし，第 54 議会第２会期が始まると，同法

案が再び下院に提出され，1897年１月 13日，

同法案を付託された下院農業委員会は報告書を

提出し審議が開始される。

グロウトはプラムレイ対マサチューセッツ事

件（Plumley v. Massachusetts）に対する連邦

最高裁判事ハーラン（Harlan）の判決を引用し，

法案の正当性を訴える。すなわち「市場から人

工的に着色された，その結果一般的に使用され

る食品用に見せかけ，そしてそのような着色や

混ぜものによって，一般大衆が買う意図のない

ものを買わせるよう欺くような……他州で製造

された合成物を排除することは，州の権限内の

ことであるというのが我々の見解である。合衆

国憲法は大衆を欺く特権を誰にも保障しはしな

い。」
(48)

これに対して，ルイジアナのボウトナー

（Boatner）は「ポリス・パワーを行使するとい

う口実の下に，州議会がその境界超えて州間の

通商の規制に介入したならば，その瞬間に連邦

問題が生じ……州法が連邦の権限を侵害する限

り，州法は退けられ無効とされる」べきと反論
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した
(49)
。また，イリノイのコノリー（Connolly）

がこの法案の目的は「詐欺的な名称の下で，オ

レオマーガリンや同類の製品の販売を阻止する

ことである」と述べれば，テリー（Terry）は

「国内の，北部の，東部の，南部の，西部の農

民達の利害と対立する少数の酪農家の利害」を

擁護することであり，「競合する製品を打ちの

めし，そしてバターの価格をつり上げるための

法案である」と反対論に呼応した
(50)
。議論は紛

糾したものの，同法案は下院を通過した。しか

し，上院では同法案の審議自体が反対され，結

局審議されることなく終わった。そして，同じ

くこの期に上程されていたコロンビア特別区に

おける食品・薬品の混ぜものを規制する法案も，

同じ運命を辿ることになった。

その後，この法案は大きな進展を見ないまま

第 55議会を経たが，一方で有害物質で着色さ

れたキャンディーをコロンビア特別区で販売す

ることを禁じた下院法案第 409号が提出され，

両院を通過し 1898 年５月５日法として成立し

た
(51)
。

第 56 議会第１会期においては，再びコロン

ビア特別区及び準州における「食品，飲料，キャ

ンディー，薬品，香辛料等に混ぜものをしたり

不当表示をしたり，あるいは模造することを禁

じる」法案が上下院あわせて数件提出された。

この会期においても，オレオマーガリンの規

制を求める法案が上下両院に提出された。オレ

オマーガリンの規制に執念を燃やしていたグロ

ウトは，オレオマーガリンの製造に用いられる

成分の性質についての情報を求める下院決議を

提出する。これを機にオレオマーガリンについ

ての論議が再び始まった。テキサスのボール

（Ball）は，この決議が「通常のバターよりも安

く，より良く，そしてより純良なものとして人

気が急速に高まっているオレオマーガリンに対

して，さらに課税するためのキャンペーン開始

の糸口にしようとする」ものだ決めつけ，さら

に「バター・トラストを築き上げるのを助ける

ために，オレオマーガリンに関係している……

綿花と家畜の関係者のみを攻撃する」ものと不

快感を顕わにする
(52)
。またペンシルベニアのダ

ルゼル（Dalzell）なども，企業秘密の開示を不

当に求めるものとして反対したが，結局，決議

は通過した。こうして，グロウトが，またして

も提出したオレオマーガリン規制法案が審議の

俎上に上ることになった。

グロウトは 1886 年８月２日法がオレオマー

ガリンを「バターのように着色することを認め

ており，その結果それはバターとして販売され

ている。……製造業者とそれをバターと偽って

販売した者の間で 200％以上の利益――総額

1200万ドルから 1300万ドル――が分配されて

いる。その利益は非常に大きいため……州法に

もかかわらず，そして連邦法にもかかわらず，

この製品をバターと偽って販売する誘惑には抗

しがたい。」その是正策として「ポンド当たり

10セントの税を課」し，「その誘惑を取り除」か

ねばならない。法案（下院法案第 3717 号）は，

同様に現在ポンド当たり２セント課せられてい

る税を，バターのように着色されていない未着

色のオレオマーガリンについては，４分の１セ

ントに引き下げると規定している。したがっ

て，反対者がしばしば指摘するように貧者から

安価な代替品を奪うことにはならない。さら

に，32 の州でバターのように着色されたオレオ

マーガリンの販売は，既に禁じられているのだ

から，この法案はそうした州法とも調和するも

のであると主張し賛同を求めた
(53)
。しかし，反

対派は，この法案の真の狙いは，オレオマーガ

リン「産業の根絶であり」「酪農業の利益のため」

であると繰り返した
(54)
。そして，またしても結

論は持ち越されることになってしまう。

1900 年 12月３日に始まった第 56 議会第２

会期において，オレオマーガリン規制法案を巡

る論議は紛糾した。1900 年 12 月５日，フル
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（Hull）は下院にグロウト法案の審議を要求し，

これを受け 12月７日，長時間に及ぶ賛否両論

入り乱れ審議は紛糾した。コネチカットのヘン

リー（Henry）は，「模造バターの不法な販売は，

近年急速に増加してきており，より劇的な規制

的法案が求められるほどに危険な段階に今や達

して」おり，これに対して州の規制は十分でな

く，新たな連邦法の必要性が急務であるとして，

グロウト法案を容認する農業委員会多数派の報

告書を提出した
(55)
。報告書は，しばしばオレオ

マーガリンが「『クローバ・ヒル・クリームリィ

Clover Hill Creamery』，『クリスタル・スプリ

ング・デァリ Crystal Spring Dairy』等々の目

立つ表示をした包装紙をつけ，酪農場の印象を

与えるバター」を装って欺して販売されている

こと，そしてそれに対して消費者は，ポンド当

たり８セント程度のものに 20セントかそれ以

上を支払わされている。したがって，10セント

の課税は当然であるとしていた
(56)
。ちなみに，

同報告書は，オレオマーガリンとラベル表示さ

せるものから，バーターに似せた着色を禁じる

もの，オレオマーガリンをピンク色に着色する

ことを義務付けるもの等々，何らかの規制のあ

る州がコロンビア特別区を含め 43州にのぼっ

ていることも示した。

これに対して，ニューヨーク選出で共和党員

のワズワース（Wadsworth）は同法案に反対す

る農業委員会少数派の見解を述べる。彼はウィ

スコンシン州純良食品委員会委員や全国酪農組

合（National Dairymen’s Union）の事務局長の

言を引用し，同法案の目的が「この国の酪農関

係者を破滅させているオレオマーガリン製造業

者という強力な怪物の牙を抜く」ことにあり，

ポンド当たり 10セントの課税は，まさに「抑圧

的課税」に他ならないと主張した
(57)
。その上で，

彼は少数派の報告書を提出する。報告書は，ま

ず「オレオマーガリンは健全で栄養価の高い食

品であり，したがって，わが国の商業に合法的

地位を占める資格がある」とし，著名な化学者

の証言を引用する。その上で，グロウト法案は

「最も明白な階級立法（class legislation）であ

り，……独占を創りだし，競争を破壊し，公益

に悪影響を与える」と述べる。さらに，オレオ

マーガリンがバター価格の低下をもたらしてい

るという見解に対しては，バターの年間生産額

20億ポンドに対して，オレオマーガリンのそれ

は 8300万ポンド，バターのわずか４％にすぎ

ず，バター価格に影響を与えていることはない

と反論した。加えて，オレオマーガリンは貧者

にとって貴重な食品であると主張した
(58)
。

グロウトは，法案の目的は「不誠実な競争

（dishonest competition）」を止めることである

と主張した
(59)
。またバージニアのラム（Lamb）

も「詐欺を阻止するために必要な法律を通過さ

せるのは，あらゆる立法府の義務である」とグ

ロウトに呼応した
(60)
。これに対して，カンサス

のベイリー（Bailey）は，同法案は階級立法で

あり，連邦政府の課税権の悪用であると応じ

た
(61)
。

また，ミネソタのトーニ（Tawney）は，合衆

国のたった 26 のオレオマーガリン製造業者が

500万農民と競合してバター市場に参入し，そ

こで偽物を供給し 14％のシェアを得ており，こ

のため農民達は詐欺によって失われたこの市場

の保護を求めていると指摘した
(62)
。

オレオマーガリンが農民の利益を損なってい

るという批判に対しては，オレオマーガリン製

造の大手メーカーであったスイフト社（Swift

& Co.）自身が，オレオマーガリンの製造によっ

て，牧畜業者や養豚業者は大きな利益を得てい

ると陳情書を提出し，グロウト法案の阻止を画

策した。また，南北カロライナやジョージアな

どの南部の綿実油製造業者達は，綿実油生産に

莫大な金額を投じてきており，また多くの黒人

労働力を雇用しており地域経済に重要な役割を

果たしている点を指摘し，一部酪農業者に保護
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を与えるために他を犠牲にする同法案は容認で

きないと，オレマーガリンの原材料を供給する

もの達の側からの反論も示された
(63)
。こうし

て，南部議員を中心とした頑強な反対に遭いな

がらも，長時間に及んだ審議は結局西部農業州

の下院議員の強い圧力の下で，賛成 197，反対

92 で下院を通過した
(64)
。

これに対し，上院は 1901 年２月 16日になっ

て，ようやく下院から付託された同法案の審議

に入った。バーモント選出のプロクター

（proctor）は，法案の目的はを詐欺から本物の

製品を守り，損害を阻止することだと述べたの

に対して，ターレイ（Turley）は再生バターの

話を持ち出し，牽制した。しかし，これ以後真

剣な討議が行われた形跡はない。議題は郵便局

予算法案（Post-Office appropriation bill）に移

り，結局同法案は再び棚晒しにされ，上院を通

過することはなかった。

オレオマーガリン問題に最終的決着が図られ

たのは，第 57議会第１会期（1901 年 12月２日

∼ 1902 年７月１日）のことであった。グロウ

ト法案（下院法案第 9206号）が再び提出され，

審議が開始された。オハイオのグロスベナー

（Grosvenor）が，同法案は「一産業のみに利

し，他産業を壊滅させる」ものと批判すれば，

コネチカットのヘンリー（Henry）は「国内の

多くの酪農業関係者は，いまだに……詐欺的な

商品との不公正な競争によって損害を被ってい

る。……多くの消費大衆は，いまだに破廉恥な

製造業者のペテンに対して無防備のままであ

る。現在の連邦法は増大する害悪を正すには明

らかに不十分であり，より厳格な法案が求めら

れる。」と応じた
(65)
。

バーモントのハスキンス（Haskins）は，「詐

欺的製品の製造と販売から市民を守る」ために

は州法では不十分であり，連邦議会の介入が必

要であることを述べる。その理由として，例の

原包装原則の下では，州法の規制に限界がある

ことを指摘する。

これに対して，イリノイのフォスター（Fos-

ter）は，再び法案は「酪農業者とバター製造業

者の利益のため」であると批判し，さらにテキ

サスのバールソン（Burleson）は「一方で，連邦

政府の権限を市民の財産の上に置き，他方で，

私的な企業を助け，私的な富を築くために好意

を寄せる個人にそれを与えることは，それが法

律の形で行われ徴税と呼ばれるがゆえに，強奪

と他ならない」という最高裁判決を引き，オレ

オマーガリンを対象に課税を行おうとする法案

の不当性を訴えた
(66)
。

このような批判に対して，擁護派のスヌーク

（Snook）は，連邦政府が詐欺的な商品の販売

を規制するのは「偽造コイン，あるいは紙幣を

製造し流通させることを認めない」のと同様の

ことであり，それは「国のビジネスを破壊する

がゆえである」と反論した
(67)
。

オレオマーガリンの規制に反対する議員達が

しばしば主張したその根拠の一つは，オレオ

マーガリンの製造自体は法律に適合した合法的

事業であり，またそれ自体は健全な商品である

ということにあった。これに対して，ペンシル

ベニアのグリーン（Green）は，反対意見に対す

る包括的な反批判を加える。そして，法律の狙

いが，オレオマーガリンをバターと偽って販売

する詐欺行為を規制するためのものであり，決

して合法的産業をつぶそうと意図するものでは

ないし，貧者が望んでいる安価な代替製品の製

造・販売自体を禁じているものではないこと，

むしろ無着色のオレオマーガリンは減税される

点を挙げる。加えて，憲法上の問題については，

連邦最高裁の判決で支持されている点を挙げ問

題なしと主張した
(68)
。

しかし，サウス・カロライナのレバー（Lev-

er）は，このような説明に納得しない。「この法

案は，合衆国憲法によって保障された財産の利

用と享有を保護する権利という最も神聖な権利
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の一つを犯すこと」だと決めつけ，さらに「こ

の法案の実際の効果は，自らに都合良くバター

価格を規制する力を持った巨大なバター独占を

創り出すこと」であると述べた。彼はこの後，

オレオマーガリンが南部の綿実産業を支え，南

部農民の大きなよりどころになっていると述

べ，南部農業利害を代弁した
(69)
。

製造業者は，オレオマーガリンをあたかもバ

ターであるかのようにして販売する不正行為に

は関与していないというのも，規制反対の根拠

の一つであった。しかし，これに対してミネソ

タのトーニー（Tawney）は，ハモンド製造会社

（インディアナ），オランダ・バターリン製造会

社（ピッツバーグ），ブラウン＆フィッツ（シカ

ゴ），オークデール製造会社（プロビデンス），

アーマー社（シカゴ），スタンダード・バターリ

ン製造会社（ワシントン D. C.）などのオレオ

マーガリン製造会社が積極的に不正に関与して

いたことを挙げ反駁した
(70)
。反対派が根拠とし

たもう一つの理由が，法案が州に与えられた権

限＝ポリス・パワーを著しく侵害しているとい

う主張であった。州権論を党是とする民主党員

でその大半を占めた南部の議員達にとっては，

「連邦議会ではなく，州自身がこうした問題を

立法化すべき」であって，法案は「州に留保さ

れた権限を破壊」するものと映った
(71)
。

同様の主旨の主張が，賛成派・反対派双方か

ら幾度となく繰り返され，蒸し返されたが，

1902 年２月 12日に下院を通過し，審議の舞台

は再び上院に移る。

反対派の中心人物の一人であったミシシッ

ピーのマネー（Money）は，「法案が憲法に違反

し，不公正で，不道徳で，不誠実であると確信

する。……ある産業の利益のために他の人々に

課税するという提案は，……合衆国憲法のみな

らず道徳的にも咎められるべき」と述べ，以下

延々と下院で繰り返された反対論をぶった
(72)
。

同じく反対派のベイリー（Bailey）は，憲法論

議に立ち返り「連邦政府は州内での商品の製造

や販売を規制する権限はない」とする合衆国対

ナイト事件判決を持ち出し，賛成派を牽制し

た
(73)
。幾度となく法案の文言上の修正案が出さ

れ，その審議が時間が割かれるということの繰

り返しが続いたが，1902 年４月３日賛成 39，反

対 31，棄権 18 の際どい差で上院も何とか通過

した。しかし，事態はこれで収まった訳ではな

かった。上院で修正を加えられた法案の不満を

持つ下院議員達は，再び上院法案を巡って議論

を始めることになる。主な不満は，上院法案が

再生バターをオレオマーガリンと同様に扱うこ

とを求めたことに対してであった。これに不満

を持つ議員達とのやりとりがひとしきり行わ

れ，修正の後，さらに上院で再度調整が行われ

るという手続きを経なければならなかった。そ

して，ようやく 1902 年５月９日に大統領の署

名を得て，オレオマーガリンを規制する法律が

成立することになったのである
(74)
。

そして，この会期に，もう一つの重要な純良

食品・薬品法の成立に欠くことのできない法案

であった食品や酪農品の不当表示及びその販売

を禁じた法案が，さしたる反対もなく議会を通

過し成立した
(75)
。

以上，オレオマーガリンの規制を巡る法案審

議の過程を検討してきた。規制反対派は南部民

主党議員が中心となった。彼らの主要な反対の

論拠は，連邦政府が国民の食品の安全にかかわ

ることができるのかという一点に集約できよ

う。そして，彼らがかくも執拗に州権論にしが

みついた理由は，オレオマーガリンの原料であ

る綿実油製造が南部経済と密接に結びついてい

たからに他ならなかった。これにオレオマーガ

リン製造業者などと気脈を通じた議員達が呼応

し反対の論陣を張った。他方，擁護派は酪農業

者を中心とした西部農業州の議員達であった。

彼らが憂慮したことは酪農品の偽ブランド品が

州境を超えて易々と州内に流入し，それが西部
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農民を脅かしているという事実であった。世紀

末までには，ほとんどの西部州がオレオマーガ

リンを何らかの形で規制する州法を持っていた

が，実効は上がらなかった。1906 年法の前哨戦

とも目されるこのような一連の法案は成立は，

ある意味で 19 世紀末に澎湃と湧き起こった西

部農民運動の影響を色濃く投影したものであっ

たといえよう。

それはともかく，消費の拡大に伴う州際通商

の盛行が，州法による規制をますます困難にし

ていった。そうした中で，食品や薬品全般の安

全性を求め，世論は一層の高まりを見せていた。

７．純良食品・薬品法案を巡る上院の抵

抗

以上，長々とラード規制法案及びオレオマー

ガリン規制法案の審議過程について述べてきた

が，その理由は，これらの法案は 1906 年法に至

る前哨戦であった点にある。

さて，食品・薬品法に関する審議が本格化し

たのも，同じく第 57議会第１会期からのこと

であった。イリノイのメイソン（Mason）は，

先の連邦議会上院で承認された合衆国及び各国

で実施されている純良食品・薬品法の調査費と

して 600ドル請求する製造業委員会の決議を受

け，その報告を行った
(76)
。その中で，彼は合衆

国で販売されている小麦粉の 60％が混ぜもの

をされていること，そしてその混ぜものとして

トウモロコシ粉が使用されていたのみならず白

土（white earth）と呼ばれる有害物質までが使

用されていること，そして穀物だけでなく香辛

料，シロップ，ゼリー，ジャム，ピクルス等々

を含め食卓に上る１万種類もの食品に有害物質

が含まれていることを指摘し，食品を規制する

統一立法の早期成立を訴えた。

これを受けて，ノースダコタのハンスブロウ

（Hansbrough）は，コロンビア特区及び準州

内で食品や薬品に混ぜものをしたり不当表示を

したりすること，及びその州際通商を禁じる上

院法案第 3342号を提出する。しかし，第 57 回

第１会期においては，オレオマーガリン規制法

案に論議が集中し，会期前半はほとんど関心を

集めなかった。口火を切ったのはノースダコタ

のマッカンバー（McCumber）上院議員であっ

た。彼は次のように述べる。「最近の四半世紀，

ほとんど全ての連邦の諸州は，州法によって各

州の食品の商業的環境を浄化するために闘って

きた。（しかし）政府の二元的形態（dual form

of govenment）のため，合衆国憲法の州際通商

条項のために，こうした法律を諸州にわたって

完全に効果的にすることは不可能である。」連

邦最高裁判決による原包装原則は「あらゆる州

を，他のあらゆる州の偽の商標を貼られた有害

な，そして混ぜものをされた商品という廃物の

廃棄場にしている。そして，最近 10 年，こうし

た州のどれも連邦議会の補完的立法を連邦議会

に訴えてきた。……多量の模造された，混ぜも

のをされた食品が，消費者に届く前に州際通商

の商品になっている。これは州の権限を損なっ

ており，かなりの程度そのポリス・パワーを無

力にしている。……ここに，連邦法の必要性が

生じている。」彼はこう述べて，下院に提出され

たアイオワのヘップバーン（Hepburn）法案の

代替法案であるハンスブロウ法案について詳細

な説明を行った
(77)
。

会期末になってようやく法案の審議が始まっ

た。法案に対する危惧は，農務長官に多大な権

限が付与されていることに集中した。しかし，

議論もここまでであった。この後は簡単なやり

とりがあったのみで，審議は別の法案に移って

いってしまった。

次期会期（1902 年 12月１日∼ 1903 年３月４

日）において，食品・薬品法案の審議は一歩前

進した。法案審議は，アイオワ選出の下院議員

のヘップバーンが前会期で提出されたのと同様
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の法案である下院法案第 3109号の審議を求め

たところから始まった。この時，既に下院では，

州際通商・外国貿易委員会が純良食品法案につ

いて公聴会を開いており，多くの利害関係者や

専門家から３週間以上にわたってそれぞれの見

解を聴取しており，国民もその進展に関心を

持って見つめていた
(78)
。

さて，ヘップバーンの動議によって審議が始

まり，オハイオのトンプキンス（Tompkins）

は，法案の概要を説明を詳細に説明した。第１

に，この法案の特徴は，「農務長官が同省の化学

部ないし局から，食品や薬品を検査する化学者

の特別な部署を創設することを規定している。

……（この部署に所属する者は）ある州から他

州へ，準州へ，あるいはコロンビア特別区へ出

荷された製品を監督する。そして有害な製品の

製造と不当表示で混ぜものをされた製品の販売

を禁止する。」第二の特徴として「化学局は，食

品の優劣と薬品の純粋性に対する一定の基準を

定める権限を持つ」こと，そして，ポリス・パ

ワーに抵触する事柄には介入しないことなどで

あった
(79)
。これは直ちに，利害を異にする製造

業者や卸売業者の反対に直面した。マサチュー

セッツのガードナー（Gardner）は，グロスター

市の鱈産業が大打撃を受けるとして反対する。

「その市だけでも，2000人の人々が……この骨

なし鱈と細かく刻んだ鱈の塩漬け，缶詰，処理，

出荷のために雇われている。……ほとんど全て

の骨なし鱈はニューイングランドからやって来

て，そしてホウ酸（boracic acid）に漬けられる。

そして，もしこの法案がこのままの形で通過し

たら，疑いなく学識ある教授はホウ酸は有害で

あると言うであろう。……この鱈がホウ酸ナト

リウムの代わりに普通の塩で漬けられない理由

は，国中に出荷して普通の資力のある人々の食

卓に届くまで長い間，そして売れるまで腐らな

いようにすることができないからである。」
(80)

ミシシッピーのキャンドラー（Candler）も

農務長官が食品検査のための無制限な任命権を

付与されていること，食品の安全性基準を決定

する権限を与えられていること，さらに，検査

官は製造業者や商人に商品の提出を強制するこ

とができるという規定が，憲法で保障された自

らが不利になるような証拠を提供することを求

めることはできないという刑事手続き上の規定

と抵触する等として反対した
(81)
。

これに対して，ヘップバーンは長年にわたっ

て純良食品法案が執拗に議会に提出され，かつ

多くの市民・団体から請願が届けられている理

由の一つは，「諸州の多様な立法のゆえである」

と述べる。36州がこの問題に関して立法化し

ているが，「２つとして同じものはない」状態に

あり，その結果商人は「統一性の欠如のために

常に困難に直面している」とその必要性を訴え

た
(82)
。ヘップバーンのこうした主張は，多くの

下院議員の共感を引き出すことに成功し，法案

は 72 対 21 で下院を通過した
(83)
。

しかし，上院での通過は難しかった。法案審

議を遅延させようと企てる反対派の妨害工作の

中で，1903 年２月５日，40 対 18 の票決で法案

自体の審議にようやくこぎ着けるという有様で

あった
(84)
。上院で同法案の中心的な擁護者の一

人であったノースダコタのマッカンバー（Mc-

Cumber）は，統一性を欠いた州法の下で困惑

している幾つかの製造業者達の書簡を公表し，

連邦食品法の必要性を訴えた
(85)
。しかし，３月

３日，マッカンバーが法案審議を求めたのに対

して，28 対 32 で今度は法案審議が否決されて

しまった
(86)
。上院における反対者は，今度はほ

とんどが共和党員であった。彼らの多くは，

ビッグ・ビジネスの利害を代表し，その利益を

損なうことを恐れたためであった
(87)
。

次の法案審議のチャンスは，第 58 議会第２

会期（1903 年 12月７日∼ 1904 年４月 28日）

にやって来た。ヘップバーンは以前と同趣旨の

下院法案第 6295 号を提出し，マンは法案の趣
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旨を説明し理解を求めた
(88)
。しかし，あらゆる

食品や飲み物を含む包括的な食品法案はさまざ

まな利害関係者を刺激し，議論は紛糾した。ケ

ンタッキーのシャーリー（Sherley）は，この法

案の目的はブレンド・ウィスキーを規制するも

のだと反発すれば，ミズーリのクラーク（Clark）

も，カリフォルニア・ワインのみに利するとし

て反対した
(89)
。そして，議論は再び連邦権と州

権という問題に移っていった。シャーリーは，

この法案は「国民政府が州の権能を強奪するも

の」であり，また農務長官へ食品規制の権限を

集中させると懸念を表明すれば，ジョージアの

バートレット（Bartlett）も「ジョージア州は，

不純な食品，混ぜものをされた食品，そして混

ぜものがされた薬品の販売といった詐欺行為や

損害から人々を保護するに十分な規定があり

……ジョージア州に関する限りこの法案の必要

性はない。」と述べるとともに，改めて同法がポ

リス・パワーの侵害であることを強調した。加

えて，同法案によって「大規模な不必要な役人

が創り出される」とも指摘した
(90)
。クラークも

「この法案は，農務省に莫大な数の新たな雇人

を必要とすることになる」と述べ，法案に反対

した
(91)
。しかし，食品に入れる混ぜものを製造

する大工場が誕生し操業している中で，「強力

な法律が，こうして製造された食品を消費せざ

るをえなくされている数百万の人々を守らなけ

ればならないときである。」というノースカロ

ライナのポウ（Pou）の発言は，ポリス・パワー

がもはや十分効果的に機能しておらず，州政府

に代わる連邦政府の強力な介入が急務であるこ

とを訴えるものであった
(92)
。各条項の削除，あ

るいは文言の修正を求める動議が繰り返され，

その度ごとに採決が採られといった具合で，反

対派の抵抗は執拗であったが，1904 年１月 20

日に 201 対 68 の大差で下院を通過し，再び舞

台は上院に移ることになる
(93)
。

上院では，ヘイバーンとマッカンバーが中心

となって純良食品・薬品法案の通過に尽力して

いたが，審議は遅れた。1904 年４月６日になっ

てヘイバーンは下院で通過した「ヘップバーン

法案」に代えて「マッカンバー法案」の審議を

求める。二つの法案の大きな違いは，ヘップ

バーン法案が反対派から根強い批判のあった新

たな政府機関の創設を規定していたのに対し

て，マッカンバー法案は既存の政府機関で実施

すると規定し，さらに下院法案のように農務省

が独自の食品基準を設定することしないとした

点であった。こうして執拗な反対派の論拠をか

わそうしたのである。こうした後，ヘイバーン

は，この法案に反対する者達は今やほんの一握

りの者達，すなわち，より強化された上院法案

に反感を抱く大衆薬品（patentmedicine）製造

業者達であり，そして彼らから莫大な広告費を

受け取っていた新聞業界であり，さらにブレン

ド・ウィスキー製造業者達にすぎないと述べ

た
(94)
。しかし，審議は遅々として進まず，結局

審議は見送られこととなった。

第 58 議会第３会期（1904 年 12 月５日∼

1905年３月４日），再びヘイバーン，そしてマッ

カンバーが法案の審議を要求した。「起草され

た法案は，合法的事業を害したりはしない。そ

れは州へ出荷されるべきものを規定したりはし

ない。それによって，州内ですべきことを規定

したりはしない。それは，どんな商業に対して

も禁じたり，干渉したりはしない。それは，単

に全ての商品は州境を超える前に正体を明らか

にしなければならないと述べているだけであ

る。……それはいかなる意味においても党派的

ではない。それは少しも州権に抵触しないし，

あるいは決して侵害するものではない。連邦法

は州法がまさに始まったところで停止する。そ

れは少しもポリス・パワーを侵害しようと企て

るものではない。」このように述べて，マッカン

バーは，同法案が南部民主党員から繰り返され

る執拗な批判――州のポリス・パワーに抵触す
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るという批判――をかわすそうとした。そし

て，国内の食品がいかに危機にさらされている

かをノースダコタの雑誌記事を引用して，法案

の早期成立を訴えた。「ノース・ダコタで販売

される肉類は，一般に純良でその名の通りのも

のと想像されるかもしれない。（しかし）……

州内の肉市場の 90％以上が化学保存剤を使っ

ており，どの肉屋にいても，ビンに入った化学

保存剤（freezem, preservaline, iceine）を見か

ける。肉に入れられるホウ砂（borax），あるい

はホウ酸（boracic acid）の量はかなりの程度異

なっている。……ホウ砂を含まないハムはほと

んどない。干し牛肉，薫製肉，缶詰ベーコン，

缶詰の薄切り薫製牛肉の中には，ホウ酸やホウ

酸塩が共通して入っている成分である。」その

他，サーモン缶詰，エンドウ豆（French pears），

マッシュルーム缶詰，トマト・ケチャップ，ト

マト缶詰等々から，有害な保存料，着色剤が検

出されたことを同記事は伝えていた
(95)
。ヘイ

バーンもプラムリー対マサチューセッツ州の最

高裁判決を待ちだし，同法案の合憲性を訴えた

が，上院の反応は鈍かった。ウィスコンシンの

スプーナー（Spooner）は会期末を控え，審議す

るには十分な時間がないとして委員会に再付託

を提案したのに対して，「法案をなしてしまう

巧妙なやり方」
(96)
だとヘイバーンは非難した

が，審議を進めることは不可能と諦め，結局ま

たしても採決は行われることなく会期を終える

ことになった。

８．1906 年純良食品・薬品法の成立

純良食品・薬品法を求める声は国内に充ち満

ちていた。レディース・ホーム・ジャーナル紙

やコリアー・ウィークリー紙，グッド・ハウス

キーピング紙などの全国紙が売薬の不正に反対

するキャンペーンを張り，この問題に対する世

論を喚起した。暴露屋（muckraker）と呼ばれ

るボック（Edward Bok），サリバン（Mark

Sullivan），アダムズ（Samuel Hopkins Adams）

といった記者達が，衝撃的な記事を次々と書き

世間の不安をかき立てた。しかし，この点で最

も成功を収めたのは，シカゴの不衛生極まりな

い食肉加工場の様子を『ジャングル』という小

説に著したアプトン・シンクレアに違いなかっ

た。これは社会主義のプロパガンダとして書か

れた小説であったが，大衆の食卓に上る食用肉

がどのように状態で製造されているのかをリア

ルに描いた場面は，大衆の心，いな胃袋を掴ん

だ
(97)
。かれの本はベストセラーになり，アメリ

カのみならずイギリスなどでも広く読まれた。

これに限らず，スキャンダル暴露記事は 1904

年から 1908 年，とりわけ 1905年から 1906 年

にかけて国中の雑誌・新聞を賑わした。

婦人団体も積極的に食品や薬品の安全性を求

めるキャンペーンに加わった。婦人クラブ連合

（The General Federation ofWomen’s Clubs）

は，1904 年に純良食品委員会を結成し，手紙，

講演，展示，調査報告書の作成などあらゆる機

会を通じて，この問題に対する世論の喚起に務

めた。全国の医師 13万 5000人を要するアメリ

カ医学協会からも，ヘイバーン法案を支援する

という決議が表明された
(98)
。

純良食品・薬品法が成立した第 59 議会第１

会期（1905年 12月４日∼ 1906 年６月 30日）

は，まさに国内における食品や薬品に対する不

安や不信が一気に高まり，その規制を求める法

の制定が一層強く望まれた時期に始まった。こ

うした世情の中で連邦食品・薬品法を求める最

後の闘いが始まった。議会には国内の至る所か

ら純良食品法を求める請願が届けられていた。

こうした事態を重く見たローズヴェルト大統領

は，議会教書において不当表示されたり混ぜも

のをされた食品，飲料，薬品についての州際通

商を規制する法律の制定を勧告した
(99)
。ヘイ

バーンはこれを受け，以前の国会で審議されて
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きたよりも一層厳しい法案である上院法案第

88号を会期早々提出した
(100)
。

1906 年１月 10日，ヘイバーンは法案の審議

を要求すると共に，新たに提出された法案の特

徴について説明した。その大きな特徴は「酒類

は人体を維持するのに欠かせない食品ではな

い」
(101)
として，酒類と食品を分離し，酒類につ

いて新たな基準を設けることであったが，これ

が，酒類製造業者から後に猛烈な反対を呼び起

こすことになる。

さて，法案擁護派の中心人物の一人であった

マッカンバーは，「国内のひじょうに多くの雑

誌がこの問題の審議について」関心を持ってい

ると述べ，ひとしきりこの問題に対する国民の

関心の高さを強調した上で，この法案の目的つ

いて次のように述べ，その正当性を説明する。

この法案の「目的は，諸州の努力を補完するこ

とである。連邦のほとんど全ての州は既に純良

食品法を持っているか，あるいは純良食品の持

ち込み（introduction）に関する規定を持ってい

る。各々の州の食品委員会は不純な食品を根絶

しようと忙しく働いている。しかし，彼らはあ

らゆる所で，州際通商のルールに遭遇し，そし

て州自身では管理できない状態に直面させられ

ている。この法案は各々の州の法律を補完し，

それがその問題全体に及ぶことができるように

することである。それが製造された州以外の州

で消費されるのだから，州際通商に管理権を有

する政府」すなわち連邦政府がその任を担うの

は当然のことと主張する。彼はさらに，「悪の

根源は州が管理できない，そして連邦議会が完

全に管理する領域――すなわち州際通商の管轄

権――で蒔かれていることは明らか」として，

連邦政府の州際通商権の行使を強く望んだ
(102)
。

これに対して，ミシシッピーのマネーは，農

務省化学局が勝手に食品が有害であると決めつ

け，そのような商標の添付を強制し，他方被告

人が全く対抗措置を取ることができないのはお

かしいと主張した
(103)
。ブレンド・ウィスキー製

造業者達は法案に対する強力な反対の論陣を

張った。彼らは，「有害な成分が添加された」酒

類は混ぜものがされた商品と見なされるという

条文の削除を求め，執拗に食い下がった。オハ

イオ州のフォーレーカー（Foraker）はその利

害を代弁する一人であったが，彼は製法を示す

商標を付けることを義務付けるのは，「我々が，

競争者に対して長年の知識と経験を費やして商

売にすることに成功したブレンド商品の正確な

内容を公表してしまうことになる」と反対理由

を述べた
(104)
。ペンローズ（Penrose）もこれに

呼応して，これは「『ストレート・ウィスキー』

として知られているものの生産者を保護し，『ブ

レンド製品』として知られているものの製造業

者をビジネスから排撃するもの」と批判し

た
(105)
。

反対は食肉加工業者からもやって来た。かれ

らの利害を代弁するマネーは，保存料の使用限

度量を緩和した代替案を提出し牽制した
(106)
。

また，ヘメンウェイ（Hemenway）はグリコ・

シモリン（Glico Thimoline）という売薬会社の

意を汲んだ発言を行った
(107)
。

ひとしきり，各利害関係者からの反対発言が

続いた後，再び憲法論争に議論が進んでいく。

テキサスのベイリーは，「有害な食品や飲み物

から各々の州民を保護するという目的のため

に，それが意図され理解され支持されるならば，

それは完全に全くポリス・パワーの行使（の領

域に続する事柄）であり，したがって連邦政府

の権限は及ばない。……連邦政府は州際通商規

制を口実にして，州民の健康あるいはモラルを

担当することはできない」。加えて，「取引にお

ける詐欺行為から州民を守るという州の権限

は，本来州によって所有されているものであり，

決して州によって連邦政府に譲渡されず，連邦

政府が行使できないものである。」と反対の弁

を述べ，最高裁の判決文を引用する。「公衆衛
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生と秩序，そして繁栄を維持し，促進するため

に人や財産に制限や負担を課す州の権限は，本

来的にそして常に州に帰属し，州によって一般

政府に譲渡されないし，直接合衆国憲法によっ

ても抑制されることはなく，本来的に独占的」

である
(108)
。

こうした反対論があったにもかかわらず，

1906 年２月 21日に評決が行われると，63 対４，

棄権 22 という圧倒的大差で上院を通過してし

まった。反対の４票はもっぱら南部の民主党議

員からのものであった。しかし，反対派は，下

院で十分阻止できると踏んでいたようであっ

た。実際，下院での審議は遅々として進まな

かった。しかし，この時に積極的な動きを見せ

たのは，またしてもローズヴェルト大統領で

あった。彼はシンクレアの小説に衝撃を受け，

当時労働委員会委員をしていたネイル（Charles

P. Neill）とニューヨーク市のソーシャルワー

カーを務めていたレイノルズ（ James B.

Reynolds）の二人にシカゴの食肉加工場を極秘

に調査することを命じた。そして，その調査結

果を議会に送り，食肉検査法の早期成立を求め，

結局当議会で成立を見る
(109)
。

食肉製品に対する大衆の不信感と強い規制を

望む声の高まりは，当然にも他の食品にまで及

んでいった。こうした世論に押されて，下院も

この問題を無視できないことを悟った。上院で

通過してから４ヶ月後，唐突に上院法案が議題

に上り，実質的議論は６月 21日から 23日まで

の３日間の集中審議で決着がついた。

まず６月 20日，法制委員会より上院法案の

速やかな審議を求める決議が提出され，賛成

143，反対 72，棄権 165という評決の下に審議

が開始される
(110)
。翌 21日，マン（Mann）は，

上院法案の修正案を提出し審議が始まった。反

対派のジョージアのアダムソン，同じくバート

レット（Bartlett），それにテキサスのラッセル

（Russel）は，この時少数派法案を提出しこれ

に対抗した
(111)

ジョージアのアダムソン（Adamson）は，州

権論にしがみつき，食品規制は本来州政府が行

使すべきポリス・パワーに属する権限であると

反対の弁を述べれば
(112)
，ニューヨークのコクラ

ン（Cockran）はそのことは認めつつも，ある

州の行動が他州の市民の健康と福祉に影響を及

ぼすような事態が生じたとき，「連邦政府が介

入できないならば……連邦政府の存在意義はな

い」と反論する。アーカンソーのロビンソンも

（Robinson）も「食肉や食肉製品に関する最近

の騒ぎは，州際通商や外国通商に入ってくる食

品の問題について，連邦の行動の必要性を示し

ている」とコクランに呼応した。そして，過去

の最高裁判決を引用しながら，連邦は通商規制

権を持っており，「それは詐欺的な，あるいは不

当に表示されたり，混ぜものがされたりして不

健全な商品に対して，その通商品の資格を否定

する権限である。……通商規制権は，連邦議会

に対して……大衆を惑わせ，詐取する人々や組

織に対して州際通商の便宜と利益を否定する権

利を与えている。……（多くの州で食品法が施

行されているが）それらの間には全く統一性が

欠けている。したがって，概して法律は死文化

している。……州間の食品や薬品の輸送を規制

する際，連邦議会の助けがなければ，いかなる

州も市民の生命と健康を保障するために，ポリ

ス・パワーの下で制定された法律を十分に行使

することはできない」と述べて，ヘイバーン法

案の擁護に務めた
(113)
。

これに対して，メリーランドのジル（Gill）は

以下のように述べ，アメリカ連邦制度の変質を

招くと憂慮を表明した。「我々は独裁委員会

（committee autocracy）として知られるよう

な立法体系に急速に到達しつつある。ひじょう

に短い時間に省と局の異常な増大によって，

我々は我が連邦政府の行政部において，歴史的

に官僚制国家（Governments of bureacracy）と
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呼ばれる国家と肩を並べ始めている。独裁委員

会と官僚制は，我々の祖父の体系から逸脱して

おり，共和制にとって重大な危機である。一方

は特権的階級を優遇する立法を助長し，他方は

政党政府を破壊する恐れを抱かせるほどに増大

した役人の集団を創り出す。」
(114)

議論は憲法論争から，地域産業の利害対立へ

と再び発展していく。メリーランドのジルと同

様，同郷のスミス（Smith）も，メリーランドの

重要な産業の一つである缶詰産業に甚大な影響

を与えるとして反対する
(115)
。同様の反論はオ

ハイオのケイファー（Keifer）からもやって来

た。大規模なトマト缶詰工場を有するオハイオ

は，重量表示を求められたら仕事にならないと

言うのがその理由であった
(116)
。ウィスキーや

売薬の表示方法につてもひとしきり議論が続い

た後，最終的に評決が行われ，賛成 241，反対

17，棄権 112 で法案は上院を通過した
(117)
。上下

両院協議会で最終的な調整が行われ，６月 30

日に大統領の署名を得て
(118)
，ようやく四半世紀

に及ぶ連邦純良食品・薬品法の成立に至ったの

である。

同法は，準州あるいはコロンビア特別区で混

ぜものをしたり不当表示された商品を製造した

者，株式会社あるいは団体等は，５百ドル以下

あるいは一年の拘留，あるいはその両方に処す

と規定した。また，混ぜものをされたり不当表

示された商品の州・準州・コロンビア特別区へ

の持ち込み，あるいはこれらの地域に加えて外

国への出荷も罰せられることとなった。しばし

ば，憲法論争に発展した原包装の状態でのこう

した商品の出荷や販売も禁じられ，一回目の違

反に対しては 200ドル以下の罰金，２回目以降

は 300ドルあるいは意年以下の拘留，あるいは

その両方の刑罰が科せられることとなった。ま

た，収集されたサンプルの分析は，農務省化学

局が担当することが明記された。食品や薬品，

それに菓子類についての混ぜ合わせ，あるいは

不当表示についても具体的に定義された。そし

て同法は 1907年１月１日から施行されるとと

なった
(119)
。

おわりに

以上，1906 年純良食品・薬品法の制定過程を

検証してきた。ここから明らかになったこと

は，消費社会の急速な拡大に伴い，他州で製造

された膨大な量の混ぜものをされたり不当表示

されたりした食品や薬品類が州境を超えて流入

し，これが地元産業と競合しダメージを与えて

たばかりでなく，実際にさまざまな健康被害も

社会問題化していたことであった。これに対し

て，各州政府は連邦政府に先立ち対策を講じ，

このような食品・薬品類の規制に乗り出した。

しかし，州際通商権は連邦政府が握り，片や州

内規制は州政府が担うという旧来の分権的統治

の下では，その効果を十分に発揮することでき

なかった。他方で，このような食品や薬品の製

造業者達は，その間隙をついて莫大な利益を上

げていた。

1906 年法制定に至る議会の論争は，州境を超

えて入り込んでくるこのような紛い物を規制す

るために，連邦政府の積極的な介入の是非を問

うものであった。さまざまな利害関係者が登場

し，その審議過程は錯綜し，同法の成立に至る

一貫した推進勢力を見極めることは極めて難し

い。合成ラードやオレオマーガリンの規制を巡

る議会内での議論は，19 世紀前半に激化したセ

クショナリズムと近似した動きを示した。すな

わち，オレオマーガリンといった人造バター，

そしてその主原料となる合成ラード製造業の出

現は，酪農業や養豚業を主要産業とする西部諸

州に経済的打撃を与えたため，西部諸州はその

規制を強く求めた。これに対して，合成ラード

の主原料である綿実油を生産する南部諸州は，

この規制に激しく抵抗した。産業構造の差異か
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ら生じた地域経済の利害対立が，その主たる要

因であった。しかし，純良食品・薬品法の審議

は，これに加えて，さらに薬品製造業者やそこ

から莫大な広告収入を上げていた新聞業界，ブ

レンド・ウィスキー業者，各種缶詰業者等々，

より多様で複雑な利害関係者に翻弄され，容易

に進展しなかった。一部の製造業者や商人達

は，州ごとに異なる食品・薬品法に困惑し統一

法を強く求めたが，膠着状態に陥った審議を動

かすことはできなかった。このような状況を一

変させたのは，シンクレアの作品やその他の暴

露記事などによって触発されて，食品や薬品の

安全性を求める世論の高まりであった。そし

て，改革に強い意欲を燃やすローズヴェルト大

統領の議会への勧告が，最後の一撃となった。

最後まで抵抗を続けていた上院もわずか３日と

いう短期間で審議を終え，四半世紀に及んだ食

品・薬品法がついに成立することになったので

ある。

同法の連邦制国家に与えた意義は明らかで

あった。同法により，従来もっぱら州政府の権

限領域であった食品・薬品規制の一翼を連邦政

府が担うことになり，食品・薬品市場への介入

を一層強めていく。同時にそれはまた，反対派

議員の一部が危惧した如く，食品や薬品の収集，

検査，安全性基準の制定等々で行政部の役割が

一層重要性を増し，やがて行政が国政全般に大

きな影響力を及ぼす時代の端緒を開いた。この

意味で，消費社会の到来もまた，ビッグビジネ

スと同様にアメリカ型国家＝連邦制度の変容を

促した大きな契機となったのであり，1906 年法

制定に至る連邦議会での審議経過の分析より明

らかになったことは，まさに同法が連邦制度の

下で長きにわたり遵守されてきた国権と州権の

いわば棲み分けの根本的見直しを迫るものに他

ならなかったということであった。

以上のように，消費社会の到来は連邦政府の

権限の一層の強化を促し，連邦制度を転換させ

る重要な契機となったのであり，1906 年法はま

さにその象徴的な立法ということができるので

ある。
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